
令和６年７月８日
厚生労働省・宮城労働局

外国人技能実習制度
の現状等について

資料２



１ 技能実習制度の現状
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東北6県計 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

①就労目的で
在留が認めら
れる者

11,994
（38.9）

1,692
（69.5）

1,784
（58.2）

3,670
（20.8）

746
（33.0）

1,193
（45.3）

2,909
（39.3）

②身分に基づ
き在留する者

9,179
（1.9）

574
（▲3.7）

1,116
（0.6）

2,477
（2.3）

593
（1.5）

1,477
（0.7）

2,942
（3.9）

③技能実習
19,661
（26.7）

2,913
（23.6）

3,341
（21.8）

4,875
（25.9）

1,501
（32.6）

2,623
（33.6）

4,408
（27.5）

④特定活動
1,553
（5.3）

133
（▲23.1）

298
（34.2）

422
（▲11.7）

40
（53.8）

210
（50.0）

450
（3.2）

⑤資格外活動
7,756
（7.0）

272
（25.3）

543
（▲0.2）

5,142
（3.5）

281
（44.1）

240
（14.8）

1,278
（14.6）

計
50,143
（19.7）

5,584
（28.7）

7,082
（23.2）

16,586
（12.2）

3,161
（26.5）

5,743
（24.8）

11,987
（20.7）

東北で就労する外国人のカテゴリー（総数50,143人の内訳）

※各県労働局作成「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和5年10月末現在）」によ
る。
※ （ ）は前年同月比。
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東北6県計 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

ベトナム
16,514
（32.9）

2,444
（43.8）

2,277
（32.2）

4,581
（27.6）

864
（27.3）

2,293
（39.9）

4,055
（33.8）

中国
6,331
（12.6）

614
（11.0）

852
（12.0）

2,111
（12.7）

463
（14.6）

936
（16.3）

1,355
（11.3）

フィリピン
6,314
（12.6）

460
（8.2）

1,175
（16.6）

1,078
（6.5）

680
（21.5）

678
（11.8）

2,243
（18.7）

ネパール
4,617
（9.2）

413
（7.4）

248
（3.5）

2,664
（16.1）

91
（2.9）

135
（2.4）

1,066
（8.9）

インドネシア
4,570
（9.1）

598
（10.7）

879
（12.4）

1,526
（9.2）

300
（9.5）

335
（5.8）

932
（7.8）

ミャンマー
2,632
（5.2）

242
（4.3）

489
（6.9）

1,060
（6.4）

104
（3.3）

241
（4.2）

496
（4.1）

その他
9,165
（18.3）

813
（14.6）

1,162
（16.4）

3,566
（21.5）

659
（20.8）

1,125
（19.6）

1,840
（15.3）

東北で就労する外国人のカテゴリー（国籍別）

※各県労働局作成「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和5年10月末現在）」によ
る。
※ （ ）は外国人労働者総数に対する当該国籍の者の比率。



２ 東北地区における外国人技能実習
生の実習実施機関に対する監督指導、
送検等の状況（令和４年）
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⑴ 東北地区の労働基準監督機関において、令和４年
には実習実施機関に対して752件の監督指導を実施し、
その66.8％に当たる502件で労働基準関係法令違反が
認められた。
＜注＞違反は実習実施機関に認められたものであり、日本人労働者に係

る違反も含まれる。

１ 監督指導の実施状況

⑵ 令和４年の違反事業場における主な違反事項は、①割
増賃金の不払い (27.7％)、②年休付与 (27.5％)、③
使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準
(26.9％) ④健康診断結果の医師の意見聴取(22.1％)、
⑤労働時間(18.5％)の順に多かった。

＜注＞ 違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、
各違反事項の件数の合計と違反事業場数とは一致しない。
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２ 申告受理の状況

⑴ 技能実習生から東北地区の労働基準監督機関
に対して労働基準関係法令違反の是正を求めて
なされた申告は、令和４年において４件であっ
た。

⑵ 主な申告内容は、労働基準法違反である。
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３ 送検状況

⑴ 技能実習生に係る重大・悪質な労働基準関係法令違
反が認められた事案として、東北地区の労働基準監督
機関が送検した件数は以下のとおりであり、令和４年
は労働安全衛生法違反が１件あった。

⑵ 主な違反条文は、労働基準法違反では、労基法
第32条（長時間労働）、労基法第37条（割増賃金不
払い）であり、安衛法違反では、安衛法第61条（無
資格運転）と安衛法第21条（安全基準）であった。
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４ 労働基準監督機関と出入国管理機関等との相互通報状況

⑴ 技能実習生の労働条件の確保を図るため、労働基
準監督機関と出入国管理機関等が、その監督等の
結果を相互に通報している。

⑵ 令和４年において、東北地区の労働基準監督機関
から出入国管理機関等へ通報（※１）した件数は36
件、出入国管理機関等から労働基準監督機関へ通
報（※２）された件数は174件である。

※１ 労働基準監督機関から出入国管理機関等へ通報する事案
労働基準監督機関において実習実施機関に対して監督指
導等を実施した結果、技能実習生に係る労働基準関係法
令違反が認められた事案

※２ 出入国管理機関等から労働基準監督機関へ通報する事案
管理機関において実習実施機関を調査した結果、技能実
習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると認めら
れた事案

※３ 平成31年・令和元年については法務省「技能実習制度の運
用に関するプロジェクトチーム」における技能実習生の失
踪事案に関する実態調査に基づき通報された事案を含む。

⑶ 労働基準監督機関が、出入国管理機関等から通報
を受けた実習実施機関については、監督指導等
を実施している。

⑷ 強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事
案については、出入国管理機関等との合同監督・調
査を行うこととしている。
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